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（別紙）【主なご意見等】 

番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

１ （１）第一種金融商品取引業について 

外資系運用会社が、同じグループの会社が海外で設立

したファンド（第一項有価証券（外国投信）に該当する

商品）への投資を日本国内の適格機関投資家を対象に募

る場合、日本国内では第一種金商業の登録が必要である

が、①取得勧誘の前段階であって取得勧誘には分類でき

ない紹介・説明行為のみの場合にまで第一種金商業とし

ての登録を求めるのは過度な負担。なお、運用会社とし

ては、ファンドの仕組みを説明し、ターム・シートの最

終化までの作業を行いたい。 

外資系運用会社がファンドの仕組みの説明等を行う

に際し、②第一種金商業の規制緩和や③第二種金商業

（自己募集）の登録で足りるよう、法改正等を行ってほ

しい。 

（１）第一種金融商品取引業について 

① 金融商品取引契約の締結に関し、他者が発行者である個別の第一項有価

証券について投資家に対して説明を行うことは、一般的に金融商品取引契

約の成立に向けて尽力する行為に該当し、こうした行為を行う場合には、

第一種金商業の登録が必要であると考えられます。したがって、ご意見に

あるような具体的商品の説明を、金融商品取引契約の締結に関し投資家に

対して行う場合には、一般的に上記の登録が必要であると考えられます。

② 金融商品取引法制上、他者が発行者である第一項有価証券の取得勧誘を

行う者は、第一種金商業の登録を受けることが求められています。また、

業登録の要否は、グループベースでなく法人格ごとに判断することとされ

ています。 

従って、ご意見のように、ある会社が発行した第一項有価証券（例：投

信受益証券）の取得勧誘を、企業グループ内の別の会社が行う場合も、上

記同様第一種金商業の登録が必要です。 

また、ご意見は、自己資本比率規制等の財務基盤に係る規制の緩和に関

するものと理解しますが、仮に顧客が適格機関投資家に限られる場合であ

っても、顧客からの預かり資産の保全等に必要な財務基盤は適切に確保さ

れねばならないと考えます。 

以上を踏まえると、グループ会社が発行者であることや販売対象の顧客

が適格機関投資家であることをもって、直ちに第一種金商業に係る規制を

緩和することは困難であると考えます。 

③ 金融商品取引法制上、投資信託の自己募集については、投資運用業の登

録を受けた者等が「自ら運用する商品について取得勧誘を行う」ものであ

ることから、別途投資運用について監督を受けていることに鑑み、その取

得勧誘行為について第二種金商業の登録を受けることで足りることとされ

ています。 
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番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

１ これに関しては、金融商品取引法制上、業登録の要否は、グループベー

スでなく法人格ごとに判断することとされています。 

従って、グループ内の会社といえども法人格の異なる会社が運用する有

価証券の取得勧誘を行うことは、投資運用業の登録を受けた者等が「自ら

運用する商品」を取得勧誘することと捉えることは困難であり、取得勧誘

を行うものが第一項有価証券であれば、第一種金商業の登録が必要になり

ます。 

上記を踏まえれば、ご意見のようなグループ内の会社が運用する投資信

託について取得勧誘を行う行為を自己募集とみなして第二種金商業の登録

で足りるとすることは困難であると考えます。 
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番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

１ （２）信託銀行における運用について 

① 投資信託のポートフォリオにおいて、外貨資産のみ

ならず円貨資産の保管についても、日本の信託銀行で

の保管に限定せずに、グローバルカストディアンでの

保管を認めるよう運用を変更してほしい。 

② 現在は、運用会社の海外オフィス（以下、「海外オ

フィス」）がトレードした為替について、カストディ

アンである国内信託銀行（以下、「信託銀行」）が海外

オフィスから指示を受けた上で翌朝に決済指図を出

す慣行となっている。 

海外オフィスから信託銀行への指示と、当該運用会

社の日本オフィスから信託銀行への運用指図書とが

異なる場合にのみ、信託銀行が、決済を行わない旨の

指図を出し、当該指図がなければ海外オフィスの指示

どおり決済が行われるという運用に変更してほしい。

③ 銀行勘定と信託勘定の取引は信託業法上原則禁止

されているが、資産運用業務に関し、信託銀行による

日本円の当座貸越を認める運用を行えるよう法改正

等を行ってほしい。 

（２）信託銀行における運用について 

①及び②について、我が国の法制上、グローバルカストディアンに円価資

産の保管を委託することや運用会社の海外拠点からグローバルカストディア

ンに決済指図をすることは可能であると考えられます。 

③について、信託業法及び関連法令では、忠実義務の一類型として、銀行

勘定と信託勘定との間の取引（自己取引）について原則として禁止されてい

ますが、信託契約において、自己取引を行う旨を記載した上で、通常の取引

条件よりも受益者が不利とならない取引条件による取引であること等の条件

を満たす場合には行うことができることとされています。 

こうした法制上の観点や海外のプラクティス(注)も参考に、オペレーション

の効率化による資産管理業務の質の向上を図るため、我が国におけるプラク

ティスの改善の必要性について、委託者・受託者を含めた関係当事者が議論

することが望ましいと考えます。 

（注）海外では、①運用に際して全ての資産がグローバルカストディアンに

預託され、②ファンド・マネージャーからグローバルカストディアンに

対して決済等の指図が行われる事例が多いものと承知しています。また、

その際、③グローバルカストディアンにおいては、証券売買に関する代

金の決済に関し「コントラクチュアル・セトルメント」（※１）が広く提供

されており、コントラクチュアル・セトルメントによる場合ではなくと

も、上限を設ける等のリスク管理の下で、いわゆる赤残（※２）を認めるプ

ラクティスもあると承知しています。 
（※１）売買相手方から送金指図を受け取った場合には、一定の要件を満たしてい

ることを条件に、指図どおり顧客口座に入金するサービス。 

（※２）保管資産に取引に充てる資金がなくても、グローバルカストディアン等の

信用供与により当該取引の決済を許容すること。
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番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

１ （３）投資信託の併合について 

投信の併合について、受益者の利益に及ぼす影響が軽

微なもの以外は書面決議が必要であるが、理想的なポー

トフォリオを組むことが困難となる規模の小さい投信

の併合を実行しやすくするため、この要件を緩和してほ

しい。 

（４）国際競争に関して 

将来的に国内にアジア地域ファンドパスポートのハ

ブを育成する場合、現在の本邦の信託スキームには諸外

国では一般的ではないオペレーションが存在するため、

上記（１.～３.）の問題を解決することがファンドビジ

ネスの国際化に向けた基本的条件になる。 

（３）投資信託の併合について 

従前、投資信託の併合に当たっては常に双方の投資信託において書面決議

を要することが、非効率な小規模投資信託を存続させ、ひいては経費率の上

昇を通じて受益者の利益を害しているおそれがあるとの指摘があり、その点

も含め、平成 24 年の金融審議会（投資信託・投資法人法制の見直しに関する

WG）において議論がなされました。その結果、受益者保護に配慮しつつ、投

資信託の併合を促進する観点から、商品としての基本的な性格に相違がない

投資信託については書面決議を不要とすることが適当であるとの報告がなさ

れました。 

この報告を踏まえ、平成 25 年の投資信託及び投資法人に関する法律の改正

により、併合の前後で商品としての基本的性格に相違がないこと等一定の要

件を満たした場合には、受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして、書

面決議を不要としました。 

このような経緯を踏まえると、当該要件の更なる緩和については、受益者

の利益を考慮すると影響が軽微とは言えないため、慎重に考える必要があり

ます。 

なお、投資信託の併合の実施に関しては、併合に対応する計理システムが

存在しないなど、実務上の課題が指摘されているところであり、受益者保護

に留意しつつ併合を機動的に行うことを可能とするための検討が、現在関係

者間で行われているものと承知しています。 

（４）国際競争に関して 

（１）～（３）のご意見等についての金融庁の対応は上記の回答のとおり

です。海外のプラクティスと我が国のプラクティスが必ずしも一致しないも

のもありますが、委託者・受託者を含めた関係当事者が顧客（最終の受益者

である投資家）本位の観点から我が国のプラクティスについて議論すること

が望ましいと考えます。 



5 

番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

２ 銀行法には、貸金業法のような年収の三分の一を超え

る貸付を禁止する定めはなく、現在、銀行が、傘下の信

販会社等に保証をさせて、年収の三分の一を超える貸付

を行う例が頻発し、多重債務者が発生している。銀行は、

債務整理等が行われても、保証人（信販会社等）から回

収できるため、貸付審査においては十分な審査を行って

いないようである。金融庁は、「主要行等向けの総合的

な監督指針」（Ⅲ－６－３）に照らし、このような事態

に対し、銀行法 26 条に基づく業務改善命令を発出すべ

きである。 

銀行等による消費者向け貸付けに関しては、改正貸金業法第 13 条の 2に規

定するいわゆる総量規制等、同法の適用はなく、年収の 3 分の１を超過する

貸付も制限されていませんが、銀行等には銀行法令により利用者保護や審査

態勢の整備等を含む健全かつ適切な業務運営の確保が求められています。 

さらに、監督指針においては、改正貸金業法における多重債務発生抑制の

趣旨や利用者保護の観点を踏まえることが重要であることに鑑み、以下のよ

うな事項について所要の態勢整備を求めています。 

①  銀行等による貸付けが債務者にとって過剰とならないか等を確認す

る態勢を構築しているか。 

②  貸付けに保証を付す場合であっても、当該保証のみに頼ることなく、

債務者の借入状況や返済計画など、銀行等自らがその返済能力等を適切

に確認する審査態勢となっているか。 

③  保証会社の保証能力を確認する態勢となっているか。 

④  保証した貸金業者が代位弁済するケースも含め、厳しい取立てを防止

する態勢となっているか。 

⑤  債務者からの相談・苦情について、銀行等において真摯に対応する等

の態勢となっているか。 

また、本年 3月 16 日に全国銀行協会が公表した銀行カードローンに係る申

し合わせにおいては、審査態勢等の整備として、 

・改正貸金業法を踏まえた年収証明書の徴求、 

・貸金業者や他行の貸付けを勘案した返済能力の確認、 

・年収に対する借入額の比率を意識した代位弁済率のコントロール 

といった取組みに努めることとされています。 

 金融庁としては、銀行等が、自らの社会的責任や改正貸金業法の趣旨を踏

まえ、多重債務問題の発生を防止する観点から、適切に業務を行うことが重

要と考えており、各行のカードローン業務の運営状況について、この申し合

わせに係る取組状況も含め、引き続き、しっかりとモニタリングして参りま

す。 
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番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

３ 振り込め詐欺被害は現在に至っても後を絶たず、加害

者に対する民事・刑事の責任は十分に追及されていない

状況にあるが、口座開設時に十分な本人確認を怠った金

融機関にも責任があるのではないか。振り込め詐欺救済

法もあるが同法に基づく被害者救済も不十分である。被

害者に被害金全額が支払われるよう、金融機関が被害者

に対して被害金全額を支払うことを義務化する制度や、

加害者の刑事責任確定後に金融機関から当該加害者に

対して損害賠償を請求できる制度等をご検討いただき

たい。 

金融機関は、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認や振り込め詐欺救済法

に基づく口座の利用停止等を実施しています。しかしながら、犯罪に利用さ

れたことのみをもって金融機関に責任を負わせることは困難であり、ご指摘

の被害金全額の支払いを行う義務や被害者に代位して加害者に対する損害賠

償請求を行う義務を金融機関に一律に課すことには慎重であるべきものと考

えます。 

一方で、振り込め詐欺の被害は後を絶たない状況であることはご指摘のと

おりです。このため、金融庁としては、犯罪収益移転防止法や振り込め詐欺

救済法に基づき、金融機関に適切な対応を促してまいります。 

①  本人確認の徹底 

犯罪収益移転防止法においては、個人番号カードを本人確認書類に位

置付ける（平成 28 年 1 月）とともに、本人確認を強化する観点から、従

前はその提示のみで足りた顔写真のない本人確認書類が提出された場

合、そのほかに他の本人確認書類の提示を求めるなどの追加的な対応が

必要になりました（平成 28 年 10 月）。 

金融庁としては、このような犯罪収益移転防止法の内容を踏まえて、

金融機関に対し、引き続き適切な対応を求めてまいります。 

② 口座の利用停止等の適切な実施 

金融機関は、捜査機関等から不正利用が疑われる口座の情報提供を受

けた場合、当該口座の取引状況を調査した上で、利用停止や強制解約を

行っています。被害防止の観点から迅速な対応が求められる一方、誤っ

た口座凍結が行われないよう金融機関において一定の調査を要する事案

もあると考えられます。 

金融庁としては、金融機関が、情報受領後に迅速かつ適切に調査を行

い、必要な措置を適切に講じる態勢を整備するよう、引き続き促してい

きたいと考えています。 
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番号 主なご意見等の概要 金融庁の対応 

３ ③ 被害回復の申請を促す措置 

全国銀行協会等の各業界団体は、被害者への財産的被害の迅速な回復

を図る観点から、以下の内容を含む事務取扱手続について傘下金融機関

に周知しており、各金融機関においては当該手続に則った対応が行われ

ていると認識しています。 

ⅰ）被害を受けたことが疑われる者が行うべき手続き等を周知すること。

ⅱ）自行が振込元金融機関である場合には、被害申出人を振込先金融機

関の担当窓口へ誘導するとともに、被害申出があった旨を連絡するこ

と。 

ⅲ）（申出がないものの）被害を受けたことが疑われる者に連絡を取るよ

う努めること。  

金融庁としては、預金保険機構による振り込め詐欺救済法に基づく検

査のフォローアップ等を通じて、金融機関が支払い手続等に係る態勢を

整備するよう、引き続き促していきたいと考えています。 


